
不動産相続時のご面倒な手続きを避けるため、
事前に必要書類をオンラインで代行取得します。

新築を検討中、

何から始めれば

良いかわからない

息子・娘には

迷惑をかけたくない

相続することで

メリットがあるのか

売れる時にタイミング

良く売却をしたい

バタバタしたくない

〇

–不動産の価値を適切に判断するのに必要な情
報を専門家が直接役所まで調査しに行きます。

–

〇

〇

–

〇

〇

〇売却するとなった場合、対象地の測量が求めら
れます。あらかじめ実施しておくのがおススメです。



今のうちに不動産調査から境界確定までをおススメする3つの理由

「土地を売却したい」「相続時に売却
する予定」の場合、正確な土地面積
が必要です。何十年も前に測量をし
た場合、測量技術が進歩しておらず、
面積に誤差が生じていることがありま
す。これが売却時にトラブルの原因と
なるので、現在の正確な面積を把握
する、境界確定を実施する必要があ
ります。

境界確定まで行うと、相続すべき不
動産かどうかの判断材料になります。
相続税が必要以上になるとなれば、
財産を減らすという判断に至り、結果
的に節税に繋がります。しかし、その境
界確定にも、通常は30～50万円は
かかります。被相続人にこの費用負
担をかけないためにも、今のうちにでき
ることは済ませておきたいところです。

イメージ画像

よくあるご質問

資料調査や現地調査の実施後に土地の境界を確定して、一つの土
地を複数の土地に分割する「分筆」（ぶんぴつ）登記を申請します。

所有地の一部を売却したいの
ですが、どうすればいいですか？

お隣との境界を明確にする大切な境界杭が、土砂などで埋まったり、
工事などでなくなることもあるかと思います。「境界確定」を行なった上
で、永続性のある境界標を設置させていただきます。

境界杭が見当たりませんが、
どうすればいいですか？

不動産相続で『分筆』（土地を分ける）
または『物納』（土地の一部を相続税と
して納める）を考えている場合、どちらも
測量を行い、土地の境界を確定させなけ
ればいけません。境界確定は2,3か月の
期間を要する、非常に手間と時間がかか
るものなので時間に余裕があるうちに行う
のが望ましいでしょう。

私達の仕事は、皆様の大切な土地・建物を取り扱うため、常に専門的な

知識と高度な技術、そして絶対的な信頼関係が要求されています。この

専門的な知識と高度な技術が、お客様にご満足していただける成果で

あり、信頼関係に繋がると考えます。これが私達、「増田登記測量事務

所」です。社員一同、全員が有資格者でありプロフェッショナル、この考え

に背を向けぬよう日々努力していきますのでどうぞ宜しくお願い致します。

増田登記測量事務所
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資格者証番号：長野第2558号

長野県土地家屋調査士会
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